
苦情受付について 
 

1. ご意見や苦情などの受付 

青梅保育園では、保護者からのご意見や苦情などを直接お聞きするほか、

電話や書面などにより受付ております。 

 保育士に直接申し出ていただくほか、園内に意見箱を設置してありますの

で、書面で申し出を行うこともできます。 

 また、第三者に申し出る方法として、苦情解決委員会第三者委員に直接申

し出ることもできます。 

 第三者委員の氏名については、保育園の入口に掲示してありますのでご覧

ください。 

 

2. 苦情解決のための仕組み 

 苦情解決するための仕組みとして、申し出のあった苦情について、選任さ

れている苦情解決責任者が苦情処理受付担当者などからの報告を受け、苦情

申し出者に報告を行う仕組みとしております。 

 苦情解決責任者、苦情処理受付担当者および苦情解決委員会第三者委員な

どについては保育園の入口に掲示してありますのでご覧ください。 

 

令和５年度苦情解決処理報告 
 

令和５年度大きな苦情報告はなかったが、保護者様の様子から 

改善が必要なことは見受けられたので職員と情報共有して改善した。 

 

★雨天の日の送迎は、足元が悪いため、園児と保護者様の安全を考慮して、 

 全員、集中玄関からの送迎に切り替えた。 

  

 


